




    旧 ライフエイド少額短期保険のご契約について







    
ライフエイド少額短期保険株式会社（以下「ライフエイド社」）は、保有するすべての保険契約を東日本少額短期保険株式会社へ契約移転いたしました。



保険契約移転完了に係る公告



●保険契約のご契約内容、付帯サービスに変更はございませんのでご安心ください。

●ライフエイド社の社名が記載された保険証券、約款など各種帳票については、包括移転後においても有効です。




    



お引越しや改姓などのお手続き


各種ご連絡・お問い合わせ・ご要望はこちら

    

以下のボタンから契約内容変更依頼書をダウンロードして印刷頂くことが可能です。

下記「住まいる保険 専用ダイヤル」でも受け付けています。



■転居される場合のご注意点

【転居先が賃貸物件の場合】 「契約内容変更依頼書」にてご通知いただくことにより、転居先でもご加入の保険を継続させることができます。

【転居先が賃貸物件でない場合】 「解約請求書」にてご解約手続きをお願いします。




契約内容変更依頼書

解約請求書
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東日本少額短期保険のホームページはこちら




 


保険契約包括移転や移転後のご契約等に関するご質問



                                                                            （契約移転）このまま契約を続けても大丈夫なのですか？                                
            
                                                はい、ご安心ください。
契約移転先の東日本少額短期保険にて、契約内容は変更なくそのまま引き継がれ、保険金支払や事故対応等も従来どおり適切に行います。                                    
            
        

                                                                            （契約移転）事故受付センター、カスタマーセンターの連絡先に変更はありますか？                                
            
                                                連絡先（電話番号）に変更はありません。                                    
            
        

                                                                            （契約移転）ライフエイドの名前が記載された帳票（重要事項説明書・約款・保険証券・更新案内・保険料のお支払い案内等）は移転後も使えますか？                                
            
                                                はい、移転前に交付された「ライフエイド少額短期保険」名義となっている書類は、移転後においてもお使いいただけます。                                    
            
        

                                                                            （契約移転）東日本少額短期保険とはどのような会社ですか？財務体質は安全ですか？                                
            
                                                東日本少額短期保険株式会社は、仙台市に本社を置く少額短期保険業者です。
財務体質も安定しておりますので、ご安心ください。                                    
            
        

                                                                            （契約移転）保険金の支払はされるのですか？                                
            
                                                はい、契約移転後においても、保険金の支払い、事故対応を行いますのでご安心ください。                                    
            
        

                                                                            （契約移転）現在、保険金請求中の事案はどうなるのですか？                                
            
                                                東日本少額短期保険へ引き継ぎ適切に対応いたしますのでご安心ください。
尚、事故対応の担当者、連絡先に変更はございません。                                    
            
        

                                                                            （契約移転）契約内容、サービス内容はどうなるのですか？                                
            
                                                ご契約の内容、サービス内容に変更はありませんのでご安心下さい。                                    
            
        

                                                                            （契約移転）更新はできるのですか？                                
            
                                                はい、契約移転後においても更新は可能です。                                    
            
        

                                                                            （契約移転）保険料の支払いは可能ですか？（月払や払込猶予期間中のご契約）                                
            
                                                はい、契約移転後においても保険料のお支払いは可能です。                                    
            
        


























